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宮
内
公
文
書
館
の
使
い
方
―
―
天
皇
及
び
皇
族
の
実
録
等
を
使
用
し
た
調
査
実
例
を
通
し
て
―
―

丸
　
山

　
寿

　
典

一
、
は
じ
め
に

　
宮
内
公
文
書
館
（
以
下
、
当
館
と
い
う
）
は
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
の
開
館
以

来
、
国
立
公
文
書
館
等
の
一
つ
と
し
て
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一

年
法
律
第
六
六
号
。
以
下
、「
法
」
と
い
う
）
等
の
法
令
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
、
所
蔵

資
料
を
国
民
の
利
用
に
供
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
館
の
概
要
や
利
用
方
法
に
つ
い
て
十

分
に
把
握
し
て
い
な
い
利
用
者
も
多
く
、
そ
も
そ
も
の
基
本
的
な
事
項
等
に
つ
い
て
照
会

を
受
け
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

　
利
用
者
の
立
場
か
ら
当
館
に
つ
い
て
言
及
し
た
書
籍
も
あ
る
が

（
（
（

、
こ
こ
で
は
「
法
」
第

二
三
条
に
あ
る
館
の
利
用
促
進
の
趣
旨
に
よ
り
、
当
館
の
側
か
ら
み
た
当
館
所
蔵
資
料
を

使
っ
た
調
査
に
役
立
つ
知
識
を
紹
介
し
当
館
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
た
め
の
覚
書
と
し
て
所
蔵
資
料
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
、
目
録
情
報
の
見
方
、
実
録

を
使
用
し
た
資
料
の
探
し
方
、
そ
の
他
よ
く
あ
る
質
問
を
解
説
す
る
。

　
な
お
、
当
館
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
論
文
等
が
あ
る

（
（
（

の
で
、
そ
ち
ら
に
詳

細
は
譲
る
こ
と
と
し
て
当
館
所
蔵
資
料
の
大
要
を
説
明
す
る
。

二
、
宮
内
省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
の
業
務
と
当
館
所
蔵
資
料

　
当
館
に
所
蔵
さ
れ
る
資
料
は
、
概
ね
明
治
以
降
の
宮
内
省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
（
以
下
、

「
宮
内
省
～
宮
内
庁
」
と
い
う
）
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
宮
内

省
～
宮
内
庁
が
ど
の
よ
う
な
官
庁
な
の
か
、
整
理
し
て
お
く
。
ま
た
、
当
館
が
置
か
れ
る

書
陵
部
図
書
課
に
つ
い
て
も
併
せ
て
概
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
と
は　

　
近
代
の
宮
内
省
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
職
員
令
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
昭
和

二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
美
濃
部
達
吉
に
よ
れ
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法

と
旧
皇
室
典
範
の
下
で
は
、
行
政
機
関
で
は
な
く
、
宮
中
官
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
と

い
う

（
（
（

。
宮
内
省
、
正
確
に
言
え
ば
宮
内
大
臣
は
、
皇
室
の
事
務
一
切
を
輔
弼
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た

（
（
（

。
皇
室
に
関
す
る
こ
と
は
全
て
所
掌
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、

実
際
に
は
、
皇
室
令
の
制
定
に
際
し
て
枢
密
院
の
諮
詢
を
経
る
場
合
も
多
く
、
い
わ
ゆ
る

宮
務
法
の
分
野
で
あ
っ
て
も
、
宮
内
省
だ
け
で
皇
室
の
事
務
が
完
結
し
て
い
た
わ
け
で
は
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な
い
。

　

宮
内
府
は
、
昭
和
二
十
二
年
宮
内
省
に
替
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
で
あ
り
、
昭

和
二
十
四
年
に
宮
内
庁
に
改
組
さ
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
る
。
宮
内
庁
は
、宮
内
庁
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
七
〇
号
）
第
一
条
第
二
項
で
「
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
及
び
政
令
で

定
め
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
係
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
御
璽
国
璽
を
保
管
す

る
。」
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
宮
内

庁
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
五
号
）
第
一
条
に
お
い
て
「
日
本
国
憲
法
第
七
条

第
九
号
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
事
務
及
び
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
事
務

（
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。）」
と
な
っ
て
お
り
、
皇
室
に
関
す
る
事
項
で

あ
っ
て
も
宮
内
庁
が
所
管
し
な
い
事
項
も
あ
る
。

　

宮
内
省
と
宮
内
庁
で
は
、
設
置
根
拠
や
所
掌
事
務
が
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
皇
室
の

お
世
話
を
申
し
上
げ
る
機
関
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

（
二
）
当
館
と
図
書
寮
文
庫

　

宮
内
省
～
宮
内
庁
の
所
管
業
務
の
概
要
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
れ
を

踏
ま
え
て
書
陵
部
に
あ
る
当
館
と
図
書
寮
文
庫
の
違
い
を
解
説
す
る
。

　

宮
内
庁
書
陵
部
は
皇
統
譜
の
調
製
、
登
録
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
、
陵
墓
に
関
す
る

こ
と
、
図
書
及
び
記
録
の
保
管
、
出
納
、
複
刻
及
び
編
集
に
関
す
る
こ
と
、
公
文
書
類
の

編
集
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
、
正
倉
院
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る

（
（
（

。
図
書
課
は
書
陵

部
に
置
か
れ
、
皇
統
譜
の
調
製
、
登
録
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
、
図
書
及
び
記
録
の
保

管
、
出
納
及
び
複
刻
に
関
す
る
こ
と
、
正
倉
院
に
関
す
る
こ
と
、
公
文
書
類
の
編
集
及
び

保
管
に
関
す
る
こ
と
、
国
立
国
会
図
書
館
支
部
宮
内
庁
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
、
書
陵
部

の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
さ
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る

（
（
（

。

　

現
在
、
書
陵
部
図
書
課
に
は
、
資
料
を
保
存
し
閲
覧
に
供
す
る
組
織
と
し
て
、
当
館
と

図
書
寮
文
庫
が
置
か
れ
て
い
る

（
（
（

。
こ
の
二
つ
の
組
織
の
所
蔵
資
料
の
性
格
の
違
い
に
つ
い

て
、
一
般
的
に
当
館
所
蔵
資
料
は
明
治
以
降
の
文
書
類
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
は
前
近

代
の
古
文
書
類
と
理
解
さ
れ
、
便
宜
的
に
庁
内
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、
例
外
は
あ
る
が
、
当
館
所
蔵
資
料
は
主
に
明
治
以
降
の
宮
内
省
～
宮

内
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
は
主
に
皇
室
由
来
の
文
書

が
書
陵
部
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
「
明
治
以
降
の
」
と
い

う
の
は
宮
内
省
を
修
飾
す
る
言
葉
で
あ
り
、
要
す
る
に
当
館
は
律
令
を
設
置
根
拠
と
し
た

宮
内
省
の
公
文
書
は
所
蔵
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
宮
内
省
の
文

書
に
つ
い
て
照
会
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
所
蔵
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
図
書
寮
文
庫
の
目
録
を
検
索
し
て
み
る
と
明
治
、
大
正
、
昭
和
は
も
と
よ
り
平
成
、

令
和
の
刊
写
資
料
が
あ
り
、
他
方
で
当
館
の
目
録
を
検
索
す
れ
ば
僅
か
な
が
ら
江
戸
時
代

作
成
の
も
の
が
あ
る
の
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
組
織
の
違
い
は
、
例
外
は
あ

る
が
、
文
書
が
ど
こ
か
ら
書
陵
部
に
入
っ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
重
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
の
一
部
が
当
館
開
館
後
に
特
定
歴
史
公
文
書
等
に

編
入
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
後
述
の
と
お
り
、「
明
治
天
皇
紀
」
等
の
記
事
の
典
拠
と
な

る
文
書
類
の
写
し
や
陵
墓
の
管
理
・
考
証
資
料
、
式
部
職
の
典
礼
や
儀
式
の
参
考
資
料
等
、

い
わ
ゆ
る
公
文
書
的
な
内
容
の
も
の
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宮
内
省

～
宮
内
庁
が
業
務
上
作
成
・
取
得
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
図
書
寮
文
庫
に
残
さ
れ
た
も

の
が
あ
る
。
編
修
資
料
と
し
て
作
成
・
取
得
さ
れ
た
古
文
書
類
の
写
し
や
森
林
太
郎
（
鴎

外
）
の
図
書
頭
時
代
に
歴
代
天
皇
の
諡
号
・
追
号
の
典
拠
を
調
査
報
告
し
た
「
帝
謚
考

（
（
（

」

等
で
あ
る
。
一
方
、
古
文
書
の
写
し
の
類
で
あ
っ
て
も
、
古
代
・
中
世
に
作
成
さ
れ
た
勅

撰
和
歌
集
の
抄
本

（
（
（

等
が
当
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
内
容
の
も
の
が
当
館



（ 72 ）（ 73 ）

宮内公文書館の使い方――天皇及び皇族の実録等を使用した調査実例を通して――

と
図
書
寮
文
庫
の
両
方
に
あ
る
な
ど
、
一
概
に
線
引
き
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
よ

く
当
館
に
照
会
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
古
写
真
類
、
特
に
『
明
治
の
日
本

（
（1
（

』
所
収
の
写
真

が
あ
る
。
こ
れ
は
図
書
寮
文
庫
所
蔵
の
「
各
種
写
真

（
（1
（

」
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
写
真

類
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
写
真
帖
で
あ
る
。
こ
れ
は
図
書
寮
文

庫
所
蔵
の
資
料
と
な
る
。
そ
の
他
、
行
幸
啓
に
関
す
る
写
真
等
も
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料

の
も
の
が
あ
る
の
で
、
明
治
以
降
の
写
真
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
館
資
料
ば
か
り
探
し
て
は
、

目
的
の
資
料
に
た
ど
り
着
か
な
い
。
そ
の
他
、
一
見
公
文
書
ら
し
く
て
も
皇
室
由
来
の
文

書
で
あ
り
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　

法
令
上
、
当
館
所
蔵
資
料
は
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
さ
れ
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資

料
は
「
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
と
し
て
特
別
の
管
理

が
さ
れ
て
い
る
も
の
」（
以
下
「
歴
史
的
資
料
」
と
い
う
）
と
さ
れ
る

（
（1
（

。
そ
れ
ぞ
れ
の
利

用
に
つ
い
て
も
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
は
国
民
の
利
用
請
求
権
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、

歴
史
的
資
料
等
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
全
く

異
な
る
。
そ
の
他
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
歴
史
的
資
料
等
の
法
令
上
の
扱
い
は
全
く
別

で
あ
っ
て
注
意
を
要
す
る
。

（
三
）
目
録
の
見
方

　
「
法
」
第
一
五
条
第
四
項
は
、国
立
公
文
書
館
等
（
宮
内
公
文
書
館
も
含
ま
れ
る
）
は
「
適

切
な
利
用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
目
録
を
作
成
し
、
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
当
館
で
は
、「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス

テ
ム
」（https://shoryobu.kunaicho.go.jp/

）
と
し
て
図
書
寮
文
庫
や
陵
墓
課
の
出

土
品
の
目
録
等
と
合
わ
せ
、
当
館
所
蔵
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
を
公
開
し
て
い
る
。

「
法
」
第
一
六
条
第
一
項
柱
書
は
こ
の
目
録
の
記
載
に
従
い
利
用
請
求
が
な
さ
れ
る
も
の

図１　書陵部所蔵資料目録・画像公開システム

1
2
3
4
5
6
7
8
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と
さ
れ
て
い
る
。

　

図
1
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開

シ
ス
テ
ム
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
個
別
の
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ

の
図
に
よ
り
、
目
録
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
各
項
目
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
①
の
識
別
番
号
と
②
の
枝
番
号
は
、
各
資
料
に
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
た
固
有
の
番

号
で
あ
る
。
識
別
番
号
は
大
ま
か
な
ま
と
ま
り
は
あ
る
が
、
資
料
の
整
理
の
過
程
で
組
み

換
え
の
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
特
に
当
館
発
足
以
前
か
ら
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
順
番
や
番
号
の
飛
び
方
に
過
剰
に
意
味
を
み
い
だ
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、

「
法
」
施
行
後
に
宮
内
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
は
、
移
管
元
部
局
移
管
リ
ス
ト
に
沿
っ

て
番
号
を
付
与
し
て
い
る
。

　

利
用
請
求
な
ど
は
識
別
番
号
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
記
載
ミ
ス
な
ど
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
の
意
味
で
も
利
用
請

求
の
際
は
名
称
と
識
別
番
号
を
併
記
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。

　

③
の
利
用
制
限
は
、
全
部
利
用
・
一
部
利
用
・
利
用
不
可
・
要
審
査
の
4
つ
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
全
部
利
用
と
一
部
利
用
は
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利
用
に
よ
り
す
ぐ
に
閲
覧
で
き

る
資
料
で
あ
る
。
要
審
査
と
な
っ
て
い
る
資
料
は
利
用
請
求
書
を
提
出
し
た
の
ち
、
利
用

決
定
を
経
て
、
全
部
利
用
・
一
部
利
用
・
利
用
不
可
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
注
意
す
べ
き

点
と
し
て
、
一
部
利
用
と
さ
れ
た
資
料
と
い
う
と
、
い
か
に
も
全
体
の
一
部
し
か
利
用
で

き
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
語
で
も
利
用
制
限
箇
所
が
あ
れ
ば
一
部

利
用
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
一
部
利
用
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

な
お
、
利
用
制
限
箇
所
が
あ
る
資
料
を
利
用
す
る
場
合
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
袋
掛
け
し
て

提
供
す
る
。
そ
の
際
に
、
ペ
ー
ジ
全
体
が
利
用
制
限
さ
れ
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
制
限

箇
所
の
み
黒
塗
り
し
た
複
製
物
を
添
え
て
、
利
用
制
限
箇
所
以
外
の
情
報
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

　

④
の
名
称
は
資
料
の
名
称
で
、
基
本
的
に
は
題
箋
や
背
表
紙
に
記
載
さ
れ
た
名
称
が
そ

の
ま
ま
付
け
ら
れ
て
い
る
。
資
料
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　

⑤
の
作
成
年
は
、
そ
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
作
成
又
は
取
得
さ
れ
た
年
に
関
す
る
情

報
で
あ
る
。
当
館
所
蔵
資
料
の
多
く
は
暦
年
又
は
年
度
毎
に
同
じ
名
称
の
簿
冊
が
作
ら
れ

る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
、
特
定
の
出
来
事
の
情
報
を
調
査
す
る
場
合
、
実
施
さ
れ
た
年

が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
そ
の
情
報
が
書
か
れ
た
資
料
を
見
つ
け
や
す
い
の
で
あ
る
。
な
お
、

台
帳
類
は
そ
の
台
帳
が
締
め
ら
れ
た
年
を
作
成
年
と
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑥
の
分
類
と
⑧
の
作
成
・
取
得
部
局
は
と
も
に
資
料
が
作
成
・
取
得
さ
れ
た
部
局
に
関

す
る
情
報
で
あ
る
が
、
性
格
が
少
し
異
な
る
。
分
類
は
利
用
者
の
便
宜
の
た
め
に
設
け
ら

れ
た
も
の
で
、
例
え
ば
分
類
が
帝
室
林
野
局
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
御
料
局
、
帝
室
林
野

管
理
局
、
帝
室
林
野
局
と
い
う
名
称
が
変
わ
り
つ
つ
も
連
続
し
た
組
織
の
文
書
を
網
羅
し

て
い
る
。
一
方
、
調
査
課
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
大
臣
官
房
調
査
課
の
ほ
か
調
査
課
と

併
設
さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
参
事
官
室
作
成
の
文
書
等
も
併
せ
て
分
類
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

ま
た
、
編
修
局
・
編
修
委
員
会
も
、
同
時
に
設
置
さ
れ
て
い
た
明
治
天
皇
紀
を
編
纂
し
て

い
た
部
局
で
あ
る
臨
時
帝
室
編
修
局
と
、
大
正
天
皇
実
録
を
編
纂
し
て
い
た
図
書
寮
内
の

部
署
で
あ
る
大
正
天
皇
実
録
部
と
い
う
、
本
来
は
別
の
官
署
を
一
つ
の
分
類
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
と
お
り
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
分
類
は
、
似
た
よ
う
な
業
務
を
行

っ
て
い
る
組
織
の
書
類
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
に
は
便
利
だ
が
、
あ
く
ま
で
利
用
者
の
便

宜
の
た
め
の
目
安
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

　

名
称
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
こ
と
と
も
重
複
す
る
が
、
重
要
な
の
は
作
成
・
取
得
部
局
で
、

こ
れ
は
、
例
外
は
あ
る
が
、
実
際
に
そ
の
文
書
を
作
成
・
取
得
し
た
部
局
で
あ
る
。
前
述
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の
と
お
り
、
同
一
又
は
類
似
す
る
名
称
の
資
料
で
あ
っ
て
も
、
作
成
・
取
得
部
局
を
参
照

す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
内
容
が
特
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

⑦
の
簿
冊
情
報
は
そ
の
他
参
考
情
報
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
冊
数
、
図
書
寮
文
庫
か
ら

編
入
さ
れ
た
資
料
で
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
な
っ
た
も
の
に
は
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
時

代
の
函
架
番
号
、
内
容
に
関
す
る
注
記
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
欄
に
あ
る

写
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
書
写
な
い
し
写
本
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し

て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
意
味
の
場
合
が
あ
る
の
で
要
注
意
で
あ
る
。

　

な
お
、
当
館
で
は
現
在
「
恩
賜
録
明
治
三
～
六
年
」（
一
八
五
）
な
ど
か
ら
順
次
資
料

毎
の
目
次
情
報
も
掲
載
し
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
利
便
性
が

向
上
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

（
四
）
資
料
の
名
称
の
沿
革
及
び
注
意
点

　

前
節
で
触
れ
た
資
料
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
そ
の
沿
革
や
間
違
い
や
す
い
名
称
の
資
料

の
概
要
を
知
っ
て
お
く
と
、
当
館
利
用
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　

宮
内
省
の
公
文
書
の
保
存
管
理
に
関
す
る
規
定
に
は
、
い
く
つ
か
重
要
な
規
則
等
が
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が

（
（1
（

、
そ
の
中
で
現
在
残
さ
れ
て
い
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利

用
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
有
用
な
の
は
「
公
文
書
類
保
存
期
限
ノ
区
別
及
編
纂
簿
冊
名
」

（
大
正
二
年
大
臣
決
裁
。
大
正
七
年
改
定
。
以
下
、「
区
別
」
と
す
る
）
で
あ
る

（
（1
（

。

　

資
料
の
名
称
は
、
図
書
寮
・
書
陵
部
に
お
い
て
最
終
的
な
製
本
が
終
了
し
て
い
る
も
の

に
対
し
て
「
区
別
」
に
基
づ
い
て
付
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
現
部
局
か
ら

移
管
さ
れ
た
と
き
の
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
「
区
別
」
は
名
称
と
と

も
に
保
存
年
限
や
編
綴
す
る
公
文
書
の
内
容
な
ど
も
定
め
て
お
り
、
資
料
の
検
索
に
有
用

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
区
別
」
が
昭
和
二
十
二
年
に
皇
室
令
の
付
属
法
令
と
し
て
廃
止

さ
れ
た
後
も
、
慣
例
若
し
く
は
前
例
と
し
て
名
称
の
付
さ
れ
方
や
各
部
局
で
の
公
文
書
類

の
ま
と
め
方
に
影
響
が
強
く
残
り
、
宮
内
庁
と
な
っ
て
か
ら
作
成
・
取
得
さ
れ
た
公
文
書

類
に
つ
い
て
も
「
区
別
」
に
近
い
形
で
編
綴
さ
れ
た
公
文
書
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
更

に
、「
区
別
」
で
は
保
存
期
間
も
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
後
述
の
「
進
献
録
」
の
よ
う

に
保
存
期
限
が
満
了
し
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
公
文
書
も
あ
る
程
度
ど
の
よ
う
な
公
文

書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
の
か
等
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
区
別
」
に
定
め

ら
れ
た
保
存
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
理
由
で
保
存
さ
れ
、
当
館
所
蔵
資
料
に
な

っ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
区
別
」
で
永
久
保
存
の
公
文
書
と
さ
れ
た

も
の
は
重
要
書
類
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
茶
表
紙
を
付
し
た
製
本
ま
で
完
了
し
て
い
る

も
の
が
か
な
り
多
い
の
で
あ
る
。

　

宮
内
省
の
各
部
局
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
を
担
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
公
文

書
が
作
成
保
存
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が「
区
別
」に
よ
っ
て
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
区

別
」
に
基
づ
い
て
付
さ
れ
た
名
称
及
び
こ
れ
に
倣
っ
て
付
さ
れ
た
名
称
で
内
容
が
わ
か
り

に
く
い
も
の
や
、
他
の
簿
冊
と
混
同
し
や
す
い
も
の
等
注
意
す
べ
き
特
定
歴
史
公
文
書
等

の
名
称
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
「
御
用
度
録
」
と
「
用
度
録
」
は
、
と
も
に
分
類
が
調
度
寮
の
資
料
で
あ
る
。
名
称
が

似
て
お
り
、
一
見
「
御
用
度
録
」
は
御
料
物
品
、「
用
度
録
」
は
そ
れ
以
外
の
物
品
に
関

す
る
書
類
で
使
用
者
に
よ
る
区
別
が
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
う
が
、そ
う
で
は
な
い
。「
区

別
」
に
よ
れ
ば
、「
御
用
度
録
」
は
「
御
服
宮
廷
用
什
具
、
文
房
具
、
書
籍
、
図
画
竝
宮

殿
用
什
具
ノ
購
入
、供
給
、修
理
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
ス
」
る
も
の
と
さ
れ
、「
用
度
録
」

は
「
行
幸
啓
、
外
賓
接
待
及
臨
時
ノ
用
度
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
ス
」
る
も
の
と
さ
れ
、

要
す
る
に
対
象
と
な
る
物
品
の
使
用
用
途
に
よ
り
編
次
さ
れ
る
簿
冊
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、「
区
別
」
に
よ
る
と
大
正
期
の
東
宮
職
で
も
「
御
用
度
録
」
が
編
次
さ
れ
て
い
た



（ 74 ）（ 75 ）

宮内公文書館の使い方――天皇及び皇族の実録等を使用した調査実例を通して――

よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
当
館
で
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。「
区
別
」
に
記
載
の
あ
る
資
料
が

す
べ
て
当
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
御
写
真
録
」
は
名
称
か
ら
す
る
と
写
真
ア
ル
バ
ム
の
よ
う
だ
が
、そ
う
で
は
な
く
、「
御

写
真
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
肖
像
写
真
の
下
賜
や
返
納
、
紛
失

の
報
告
に
関
す
る
書
類
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
写
真
類
は
例
外
的
な
も
の
を
除
き
含

ま
れ
て
い
な
い
。
分
類
が
大
臣
官
房
総
務
課
、
長
官
官
房
総
務
課
の
も
の
の
ほ
か
、
東
宮

職
に
も
同
名
の
資
料
が
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
何
方
の
御
肖
像
の
御
写
真
に
関
す
る
も
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
幸
啓
録
」
は
、「
行
幸
啓
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
称
は
わ
か

り
や
す
い
が
、
こ
の
資
料
が
わ
か
り
難
い
の
は
類
似
し
た
資
料
が
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
幸
啓
録
」
は
分
類
が
大
臣
官
房
総
務
課
・
長
官
官
房
総
務
課
の
資
料
だ
が
、

こ
の
他
に
侍
従
職
に
「
行
幸
録
」
が
あ
り
、
東
宮
職
と
皇
太
后
宮
職
に
は
「
行
啓
録
」
が

あ
る
。
行
幸
啓
を
実
施
す
る
場
合
、
皇
室
の
対
外
的
な
部
分
を
受
け
持
つ
長
官
官
房
総
務

課
に
つ
な
が
る
部
局
と
側
近
部
局
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
あ
る
。
同
じ
行
幸
啓
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
に
お
い
て
記
録
す
る
べ
き
事
項
が
異
な
る
た
め
、
各
部
局
で
同
じ
よ
う

な
名
称
の
資
料
が
編
ま
れ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
に
よ
り
記
録
す
べ
き
内
容
が
異
な
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
じ
よ
う
な
名
称
の
資
料
が
各
部
局
で
作
成
さ
れ
、
現
在
当

館
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
侍
従
職
の
「
行
幸
録
」
や
皇
太

后
宮
職
の
「
行
啓
録
」
は
「
区
別
」
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
式
部
職

や
内
大
臣
府
に
も
行
幸
に
関
す
る
資
料
が
あ
り
、
内
匠
寮
に
も
行
幸
関
係
の
施
設
整
備
に

関
す
る
資
料
が
あ
る
。
行
幸
啓
は
省
を
挙
げ
て
の
一
大
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

う
。
お
っ
て
、
総
務
課
の
「
幸
啓
録
」
で
も
昭
和
期
の
東
宮
職
設
置
後
の
「（
皇
太
子
殿

下
行
啓
の
部
）」
や
「（
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
行
啓
の
部
）」
等
は
東
宮
職
か
ら
総
務
課
へ

の
行
啓
の
通
知
文
が
内
容
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
の
で
、
総
務
課
系
統
の
「
幸
啓
録
」
の

中
で
は
異
色
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
内
廷
皇
族
以
外
の
お
成
り
は
、
宮
内
省

時
代
は
宗
秩
寮
の
「
皇
族
御
旅
行
録
」
や
大
臣
官
房
総
務
課
の
「
皇
親
録
」
に
記
事
が
あ

る
が
、
公
的
な
旅
行
の
届
出
等
の
み
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
行
事
御
参
列
、
私
的
御

旅
行
や
御
軍
務
に
よ
る
御
移
動
等
は
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
の
で
注
意
を
要
す
る
。
宮
内
府

に
な
っ
て
以
降
の
主
に
公
的
な
お
成
り
は
「
皇
族
御
身
分
録
」
や
「
皇
族
御
動
静
」
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
進
献
録
」
は
、
現
在
の
長
官
官
房
総
務
課
に
つ
な
が
っ
て
い
く
部
局
の
献
上
に
関
す

る
記
録
で
あ
る
。
名
称
に
関
し
て
は
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
に

入
っ
て
か
ら
の
資
料
の
一
部
が
「
献
進
録
」
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
進
献
録
」
と
内
容

が
違
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、「
進
献
録
」
は
、「
区
別
」
で
は
永
久
保
存
の
公
文
書
と

さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
館
所
蔵
資
料
と
し
て
は
明
治
三
十
六
年
以
前
の
資
料
は
見
当
た
ら
な

い
。
ま
た
、
現
存
す
る
明
治
・
大
正
期
の
「
進
献
録
」
に
は
廃
棄
と
書
か
れ
た
印
が
押
さ

れ
て
い
る
の
も
、
本
来
は
「
区
別
」
に
従
っ
て
廃
棄
予
定
だ
っ
た
も
の
が
何
ら
か
の
要
因

に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
お
っ
て
、
御
即
位
や
御
結

婚
な
ど
特
別
な
慶
事
や
行
幸
啓
の
際
の
献
上
は
「
進
献
録
」
で
は
な
く
「
大
礼
録
」
や
「
御

婚
儀
録
」、「
幸
啓
録
」
な
ど
別
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
恩
賜
録
」
は
「
御
救
恤
及
褒
賞
ニ
関
ス
ル
書
類　

祭
費
、
幣
帛
、
神
饌
、
供
物
ノ
下

賜
其
ノ
他
恩
賜
及
手
当
金
賜
与
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
宮
内
府
に

な
っ
て
以
降
、「
恩
賜
録
」
に
相
当
す
る
資
料
は
「
賜
与
録
」
に
名
称
が
改
め
ら
れ
た
が
、

徹
底
さ
れ
ず
、結
果
と
し
て
同
じ
年
の
同
じ
シ
リ
ー
ズ
に
、「
恩
賜
録
」
と
「
賜
与
録
」（
一

部
そ
れ
以
外
の
名
称
の
も
の
も
あ
る
。）
が
入
り
混
じ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
贈
賜
録
」
は
「
贈
進
、
賜
与
ニ
関
ス
ル
書
類
ヲ
編
次
」
す
る
。「
区
別
」
で
は
東
宮
職
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の
公
文
書
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
侍
従
職
や
皇
太
后
宮
職

の
公
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。「
恩
賜
録
」
や
「
賜
与
録
」
と
似
た
名
称
・
内
容
で
は

あ
る
が
、
贈
進
、
賜
与
の
相
手
方
が
皇
族
・
華
族
・
宮
内
官
等
と
な
る
と
こ
ろ
や
支
出
科

目
、
決
裁
ル
ー
ト
等
が
「
恩
賜
録
」
や
「
賜
与
録
」
と
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
進
退
録
」、「
工
事
録
」、「
重
要
雑
録
」
等
は
名
称
か
ら
内
容
を
連
想
し
や
す
い
が
、

い
ろ
い
ろ
な
部
局
に
同
名
の
資
料
群
が
あ
る
。
同
名
の
資
料
な
の
で
基
本
的
な
内
容
に
は

共
通
点
も
あ
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
に
特
化
し
た
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
進
退
録
」

で
あ
れ
ば
、
秘
書
課
や
人
事
課
等
の
簿
冊
に
宮
内
省
全
体
の
人
事
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
各
部
局
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
部
局
の
人
事
が
細
か
な
も
の
ま
で
載
っ
て
い
る

（
（1
（

。

「
工
事
録
」
で
あ
れ
ば
、
京
都
事
務
所
の
工
事
録
は
京
都
事
務
所
管
内
施
設
の
中
小
工
事
、

諸
陵
寮
・
陵
墓
課
の
工
事
録
は
陵
墓
に
お
け
る
中
小
工
事
を
、
内
匠
寮
の
工
事
録
に
は
大

規
模
な
工
事
や
宮
城
そ
の
他
の
工
事
等
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。「
重
要
雑
録
」
も
闇
雲
に

何
で
も
収
録
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
部
局
に
よ
っ
て
「
重
要
雑
録
」
に
ど
の
よ
う
な
類

型
の
決
裁
文
書
を
保
存
す
る
の
か
が
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
。

　
「
内
廷
録
」
は
、「
御
璽
、
国
璽
、
詔
書
、
勅
書
其
ノ
他
内
廷
ノ
機
務
ニ
関
ス
ル
書
類
請

願
書
及
ビ
請
願
ニ
関
ス
ル
書
類
」
で
あ
る
。
単
な
る
「
内
廷
録
」
は
「
御
璽
國
璽
ヲ
尚
藏

シ
及
詔
書
勅
書
其
ノ
他
內
廷
ノ
文
書
ニ
關
ス
ル
事
務
ヲ
掌
ル
」 

と
さ
れ
た
内
大
臣
府
に
提

出
さ
れ
た
請
願
書
の
処
理
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
「
第
〇
内
廷
録
」（
〇

に
は
漢
数
字
が
入
る
。）
が
あ
り
、
こ
れ
は
御
璽
、
国
璽
の
使
用
記
録
で
あ
り
、
明
治
期

の
「
鈐
璽
録
」
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
も
名
称
か
ら
内
容
が
連
想
し
に
く
い
。
な

お
、
内
大
臣
府
は
宮
内
省
と
は
別
の
官
庁
で
あ
る

（
（1
（

が
、「
区
別
」
に
記
載
が
あ
る
こ
と
か

ら
特
に
取
り
上
げ
た
。

　

ま
た
、「
立
案
書
類
綴
」
も
名
称
か
ら
内
容
が
わ
か
り
に
く
い
。
こ
れ
は
管
理
部
管
理

課
系
統
の
国
有
財
産
の
用
途
廃
止
や
取
得
に
関
す
る
書
類
で
あ
る
。「
立
案
書
類
綴
」は「
区

別
」
に
は
な
い
戦
後
の
資
料
で
あ
る
が
、
名
称
に
つ
い
て
照
会
が
あ
る
の
で
特
に
記
載
し

て
お
く

（
（1
（

。

　

以
上
の
例
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
区
別
」
に
お
け
る
名
称
と
作
成
部
局
は
現
在
の

目
録
上
の
名
称
に
つ
な
が
る
重
要
な
要
素
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
を

把
握
し
て
い
れ
ば
、
大
体
ど
の
資
料
の
シ
リ
ー
ズ
に
目
当
て
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る

か
わ
か
り
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。

　
「
区
別
」
に
規
定
さ
れ
た
簿
冊
名
の
資
料
は
各
部
局
の
主
要
な
業
務
を
集
積
し
た
も
の

で
あ
り
、
製
本
も
優
先
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
贈
賜
録
」
の
よ
う
に
「
区
別
」

に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
な
い
公
文
書
に
つ
い
て
も
そ
の
内
容
や
現
存
し
て
い
な
い
理
由
も

あ
る
程
度
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
二
年
に
皇
室
令
と
そ
の
付
属
法
令
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
い
わ
ゆ

る
宮
務
法
の
体
系
は
な
く
な
っ
た
。「
区
別
」
も
廃
止
に
な
っ
た
が
、
宮
内
庁
の
公
文
書

の
分
類
・
保
存
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
大
き
く
影
響
を
残
し
た
。

　

ま
た
「
区
別
」
の
制
定
前
に
作
成
・
取
得
さ
れ
た
公
文
書
も
、
製
本
の
際
に
「
区
別
」

に
合
う
よ
う
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。

　
「
区
別
」
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
と
、「
区
別
」
の
制
定
前
や
い
わ
ゆ
る
宮
務
法
の
体

系
の
廃
止
後
の
資
料
に
つ
い
て
も
あ
た
り
が
つ
け
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
明
治
期
に
関
し
て
は
、
宮
内
省
の
公
文
書
を
複
製
し
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
編
纂
し

た
「
帝
室
例
規
類
纂
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
原
本
に
あ
た
る
公
文
書
に
収
録
さ
れ
て
い

な
い
、
即
ち
散
逸
し
た
記
事
が
、
こ
れ
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
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三
、
当
館
の
特
徴
と
類
型

　

当
館
所
蔵
資
料
が
ど
の
よ
う
な
由
来
と
特
徴
を
持
つ
の
か
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
さ

ら
に
類
型
に
よ
っ
て
当
館
所
蔵
資
料
の
分
類
が
で
き
そ
う
な
の
で
、
試
み
と
し
て
こ
こ
に

記
し
て
お
く
。

（
一
）
当
館
所
蔵
資
料
の
類
型

　

当
館
所
蔵
資
料
が
ど
の
よ
う
な
類
型
の
資
料
が
あ
る
の
か
大
掴
み
に
い
え
ば
、
①
典
型

的
な
公
文
書
、
②
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
、
③
編
纂
物
と
編
纂
資
料
、
④
陵
墓
資
料
が
あ

り
、
さ
ら
に
別
枠
で
⑤
図
書
寮
文
庫
旧
蔵
資
料
と
そ
れ
ぞ
れ
仮
に
名
付
け
て
お
く
資
料
群

が
あ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
①
の
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
公
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
文
書
と
言
っ
て
す
ぐ

に
頭
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
宮
内
省
～
宮
内
庁
と
い
う
役
所
の
活
動
を
行
う
た
め
の
決
裁
書
類

等
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
は
一
貫

し
て
皇
室
の
お
世
話
を
申
し
上
げ
る
官
庁
で
あ
る
。
そ
の
公
文
書
は
、
皇
室
の
御
活
動
を

円
滑
に
す
る
た
め
の
記
録
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
は
、
業
務
の

性
質
上
、
拝
謁
や
下
賜
な
ど
の
よ
う
に
皇
室
の
方
々
と
一
般
の
国
民
等
を
直
接
結
び
付
け

る
こ
と
を
多
く
扱
う
。
こ
の
た
め
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
公
文
書
に
は
一
般
の
官
庁
の
残

す
公
文
書
よ
り
も
個
人
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
特
に
業
務
に
必
要
な
時
は
、
一
般

の
公
文
書
に
は
記
録
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
皇
室
の
方
々
や
そ
の
他
の
人
々
の
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
資
料
は
製
本
さ
れ
て
い
な

い
。
お
っ
て
、
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
一
件
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
構
成
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
り
、
目
録
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
を
す
る
と
目
を
引
く
が
、
こ
れ
ら
は
前
後
の
つ

な
が
り
や
位
置
づ
け
が
推
定
し
に
く
い
た
め
、
利
用
す
る
の
に
は
慎
重
を
要
す
る
。

　

次
に
②
の
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
は
、
天
皇
の
御
手
許
に
あ
げ
ら
れ
た
決
裁
書
類
や
御

説
明
に
使
わ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宮
内
省
以
外
の
官
庁
や
民
間
か
ら
送
付
さ
れ

た
も
の
が
多
い
。
内
大
臣
府
で
取
得
し
た
資
料
群
で
あ
っ
て
、
宮
内
省
由
来
の
公
文
書
と

は
性
格
が
異
な
る
。
法
律
や
予
算
の
案
文
、
情
勢
を
説
明
す
る
資
料
、
各
所
か
ら
の
賀
表

等
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
は
他
官
庁
か
ら
の
報
告
書
類
も
含
ま
れ
る
の
で
、
軍
事
関
係
の

内
容
の
も
の
な
ど
も
あ
る
。
御
手
許
か
ら
書
類
が
下
さ
れ
た
後
、
内
大
臣
府
で
保
管
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
内
大
臣
府
の
機
能
が
侍
従
職
に
引
き
継
が
れ
た
た
め
、
内
大
臣

府
で
保
存
さ
れ
て
い
た
資
料
も
侍
従
職
に
引
き
継
が
れ
、
更
に
こ
の
資
料
が
書
陵
部
に
引

き
継
が
れ
た
。
目
録
上
で
は
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
い

え
ば
明
治
期
の
書
類
だ
け
で
な
く
大
正
期
の
ご
く
初
期
ま
で
の
書
類
を
含
む
。
そ
れ
以
降

は
書
類
の
扱
い
が
変
わ
り
、
御
手
許
書
類
が
内
大
臣
府
で
集
積
保
管
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ

う
で
、
当
館
所
蔵
資
料
に
は
大
正
以
降
の
天
皇
の
御
手
許
文
書
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
類
型
の
特
徴
と
し
て
簿
冊
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
件
で
一
つ
の
特
定

歴
史
公
文
書
等
を
構
成
し
て
い
る
も
の
が
か
な
り
多
く
、
ま
た
、
写
真
類
も
多
い
。
こ
の

類
型
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
は
原
則
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
さ
れ
て
お
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
御
手
許
書
類
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
、
当
館
に
移
管
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る

（
（2
（

。

　

③
の
編
纂
物
と
編
修
資
料
は
、『
明
治
天
皇
紀
』
や
『
大
正
天
皇
実
録
』
等
の
実
録
等
、

或
い
は
「
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
」
等
の
各
種
編
纂
物
と
そ
の
典
拠
資
料
と
し

て
蒐
集
さ
れ
た
資
料
類
で
あ
る
。
実
録
等
の
編
纂
資
料
に
は
広
く
私
文
書
や
刊
行
物
の
写

し
、
他
官
庁
の
公
文
書
な
ど
も
多
く
含
ま
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
後
で
触
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れ
る
⑤
の
図
書
寮
文
庫
旧
蔵
資
料
が
多
く
含
ま
れ
る
。

　

④
の
陵
墓
資
料
は
陵
墓
課
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
陵
墓
の
考
証
や
管
理
に
関
す
る
資
料

で
あ
る
。「
法
」
施
行
以
前
は
陵
墓
課
で
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
当
館
所
蔵
資
料
と

し
て
は
例
外
的
に
中
世
の
古
文
書
の
写
し
や
近
世
地
方
文
書
の
写
し
等
を
多
く
含
む
の
が

特
徴
で
あ
る
。
諸
陵
寮
の
ラ
ベ
ル
が
貼
っ
て
あ
る
が
、
戦
後
に
な
っ
て
書
陵
部
陵
墓
課
が

作
成
・
取
得
し
た
公
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
陵
墓
の
治
定

（
（2
（

に
関
す
る
資
料
は
⑤

の
図
書
寮
文
庫
旧
蔵
資
料
で
陵
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
と

お
り
、
や
や
性
格
が
異
な
る
。

　

⑤
の
図
書
寮
文
庫
旧
蔵
資
料
は
類
型
と
い
う
よ
り
は
、
由
来
に
よ
る
区
別
に
な
る
の
で
、

今
ま
で
の
四
つ
の
類
型
と
は
性
格
が
異
な
る
が
、
便
宜
的
に
こ
こ
で
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、

図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
で
あ
っ
た
も
の
で
、
平
成
二
十
三
年
に
当
館
所
蔵
の
特
定
歴
史
公

文
書
等
と
し
て
引
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
類
型
に

近
い
も
の
が
選
ば
れ
て
移
管
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
勘
註
（
陵
墓
治
定
の
考
証
・
決
定
の

過
程
を
ま
と
め
た
も
の
）、「
明
治
天
皇
紀
」
や
「
大
正
天
皇
実
録
」
の
資
料
稿
本
、「
明

治
天
皇
紀
」
の
典
拠
で
外
部
資
料
の
写
し
、
明
治
当
初
の
外
国
の
儀
典
や
制
度
の
調
査
参

考
資
料
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
当
館
へ
の
引
継
当
時
の
個
別
の
資
料
の
引
継
に
つ

い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
目
録
の
備
考
欄
に
旧
函
架
番
号
が
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
和
漢
図
書
分
類
目
録
（
上
下
・
索
引
・
増
加
）』（
宮
内
庁
書
陵

部　

一
九
五
二
～
一
九
六
六
年
）
等
で
の
検
索
に
対
応
し
て
い
る

（
（2
（

。

（
二
）
よ
く
あ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
一
（
当
館
に
所
蔵
が
な
い
も
の
）

　

こ
こ
で
、
よ
く
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
が
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
な
い
資
料
を
い
く
つ
か

紹
介
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
説
明
を
踏
ま
え
、、
本
題
の
当
館
所
蔵
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

も
の
の
類
型
を
幾
つ
か
あ
げ
て
み
る
と
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
個
人
文
書
で
あ
る
。
当
館
の
経
緯
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の

所
蔵
資
料
の
性
格
か
ら
し
て
、
当
館
に
お
い
て
個
人
文
書
が
ほ
と
ん
ど
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

宮
内
官
や
宮
内
庁
の
官
僚
が
個
人
的
に
作
成
し
た
い
わ
ゆ
る
私
文
書
は
例
外
を
除
き
当

館
で
は
所
蔵
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
昭
和
三
十
一
年
に
エ
チ
オ
ピ
ア
皇
帝
が
国
賓
と
し

て
来
日
し
た
際
に
、
当
時
の
松
平
式
部
官
長
は
自
ら
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
お
泊
り
所
を
選

抜
し
た
と
の
逸
話
を
裏
付
け
る
資
料
は
な
い
か
と
の
照
会
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
宮
内
庁
の
命
令
が
あ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
に

か
か
る
記
録
は
当
館
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
皇
室
の
方
々
の
私
文
書
も
同
様

で
あ
る
。

　

次
に
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
系
譜
に
属
さ
な
い
組
織
の
公
文
書
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、

特
に
問
い
合
わ
せ
が
多
い
の
が
、
旧
軍
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
侍
従
武
官
府
は
名
称
や
宮
中
に
置
か
れ
る
機
関
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

宮
内
省
の
関
係
機
関
と
誤
解
さ
れ
る
が
、
軍
の
関
係
機
関
で
あ
り
、
そ
の
設
置
は
勅
令
で

な
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
誤
解
さ
れ
や
す

い
が
、
勅
令
は
皇
室
典
範
以
下
の
宮
務
法
の
体
系
で
は
な
く
、
憲
法
に
連
な
る
国
務
法
の

体
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
侍
従
武
官
府
は
宮
中
の
機
関
で
は
な
く
府
中
（
政
府
）
の

機
関
な
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
侍
従
武
官
府
の
記
録
は
通
常
宮
内
省
に
は
引
き
継
が
れ

な
い
。
同
様
に
、
皇
族
等
の
御
付
武
官
の
作
成
し
た
書
類
、
帷
幄
上
奏
さ
れ
た
文
書
や
近

衛
連
隊
の
文
書
な
ど
も
当
館
に
所
蔵
は
な
い
。

　

軍
関
係
で
は
、
出
撃
前
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
と
い
う
恩
賜
の
酒
や
「
空
の
勇
士
」
に
歌
わ
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れ
た
出
撃
前
の
恩
賜
の
煙
草
な
ど
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
宮

内
省
で
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
宮
内
省
の
公
文
書
に
は
原
則
と
し
て
出
て
こ
な
い

（
（2
（

。

御
文
庫
附
属
庫
の
築
城
や
防
空
壕
の
掘
削
、
皇
居
内
の
高
射
砲
陣
地
の
構
築
の
記
録
な
ど

も
軍
が
行
っ
た
事
業
で
あ
る
の
で
当
館
に
こ
れ
ら
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、

防
空
事
業
で
も
御
文
庫
の
建
築
や
京
都
御
所
の
建
物
疎
開
、
一
般
職
員
が
入
る
た
め
の
防

空
壕
掘
り
な
ど
は
、
宮
内
省
に
お
い
て
行
っ
た
事
業
も
あ
り
、
こ
れ
は
当
館
に
資
料
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
戦
前
に
外
国
か
ら
船
舶
（
ヨ
ッ
ト
等
）
を
皇
室
に
引
き
渡
し
た
記
録
は
な
い
か

と
の
問
い
合
わ
せ
も
複
数
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
も
皇
室
が
お
買
い
上
げ
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
海
軍
が
軍
艦
を
購
入
し
た
こ
と
が
、
現
地
で
訛
伝
し
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
軍
艦
の
購
入
の
記
録
も
当
館
に
は
原
則
と
し

て
見
当
た
ら
な
い
。

　

な
お
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
裁
判
所
の
判
決
文
に
は
「
天
皇
ノ
名
ニ

於
テ
」
と
い
う
語
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
宮
内
省
と
直
接
的
な
関
係
は
な
く
、

当
館
所
蔵
資
料
に
は
通
知
や
参
考
資
料
と
し
て
送
付
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の

判
決
文
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
司
法
文
書
で
あ
る
。

　

幾
つ
か
例
を
あ
げ
た
が
、
要
す
る
に
、
主
管
し
て
い
る
機
関
が
ど
こ
な
の
か
、
ど
こ
が

行
っ
た
事
業
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ど
う
か
に
と
っ
て

重
要
な
の
で
あ
る
。
当
館
所
蔵
資
料
は
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
運
営
に
必
要
な
情
報
が
集

積
さ
れ
た
公
文
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、宮
内
省
～
宮
内
庁
以
外
の
組
織
や
個
人
の
作
成
・

取
得
し
た
文
書
は
例
外
的
な
も
の
を
除
き
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

旧
憲
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
国
の
事
務
と
い
わ
ゆ
る
宮
務
法
を
根
拠
と
す
る
宮
内
省

の
事
務
は
、
ほ
ぼ
画
然
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
旧
憲
法
下
で
作
成
さ
れ
た
公
文
書
等
で
当

館
所
蔵
の
も
の
は
原
則
と
し
て
宮
務
法
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ
の
点
も
国
立
公
文
書
館
と
は
別
に
当
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
が
作
成
取
得
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
機
関
が
保
管
す
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
資
料
も
あ
る
。

　

代
表
的
な
も
の
は
戦
後
の
宮
内
省
の
縮
小
・
解
体
に
伴
い
、
事
後
に
事
業
を
継
承
し
た

機
関
に
移
管
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
、
学
習
院
、
皇
宮
警
察
、
帝
室
博
物
館

な
ど
は
宮
内
省
廃
止
ま
で
に
分
離
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
後
継
の
組
織
に
必
要
な
書
類
も

書
陵
部
で
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
移
管
さ
れ
た

（
（2
（

。
そ
の
後
も
必
要

な
公
文
書
類
に
は
細
か
い
出
入
り
が
あ
り
、
一
部
書
陵
部
に
戻
っ
て
き
た
も
の
や
、
更
に

そ
の
後
他
機
関
に
移
管
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

　

そ
の
中
で
も
、
帝
室
林
野
局
と
そ
の
前
身
機
関
の
公
文
書
は
か
な
り
複
雑
な
残
存
状
況

に
な
っ
て
い
る
。
本
局
の
書
類
は
当
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
林
野
庁

に
引
き
継
が
れ
た
も
の
が
あ
り
、
更
に
地
方
機
関
の
公
文
書
は
北
海
道
立
文
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
も
の

（
（2
（

の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
や
そ
の
関
係
機
関
を
経
由
し
て
国
立
公
文
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
各
地
に
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
分
散
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
と
は
別
に
、「
法
」
施
行
以
前
に
宮
内
庁
内
で
保
管
し
て
い
た
公
文
書
等
を
他

機
関
に
移
管
し
た
例
も
あ
る
。

　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
極
東
軍
事
裁
判
関
係
資
料
」
は
式
部
職
で
管
理
さ
れ
て
い
た

資
料
を
昭
和
四
十
九
年
に
国
立
公
文
書
館
の
求
め
に
応
じ
て
移
管
し
た
も
の
で
あ
る

（
（2
（

。

　

ま
た
、
防
衛
研
究
所
所
蔵
の
「
千
代
田
史
料
」
は
、
元
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
で
あ
っ

た
軍
関
係
資
料
を
昭
和
三
十
四
年
に
宮
内
庁
か
ら
移
管
し
た
も
の
で
あ
る

（
（2
（

。

　

こ
の
他
、
内
匠
寮
が
様
々
な
建
築
物
の
設
計
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
設
計
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委
嘱
に
よ
り
設
計
さ
れ
た
建
物
に
関
す
る
書
類
、
言
い
換
え
れ
ば
宮
内
省
外
で
行
わ
れ
た

設
計
業
務
に
関
す
る
書
類
も
当
館
に
は
移
管
さ
れ
て
い
な
い
。
朝
香
宮
邸
の
建
築
関
係
資

料
は
庭
園
美
術
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
う
い
っ
た
類
型
の
資
料
は
発

注
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
関
東
大
震
災
や
先
の
大
戦
後
の
混
乱
の
中
で
滅
失
し
た
資
料
も
あ
る
が
、
こ

れ
も
残
さ
れ
た
公
文
書
か
ら
あ
る
程
度
何
が
失
わ
れ
た
か
を
推
測
で
き
る
の
で
あ
る

（
（2
（

。

　

ま
た
、
宮
内
庁
の
作
成
取
得
す
る
公
文
書
は
、
現
用
文
書
と
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
性

格
が
近
し
い
。
作
成
し
て
か
ら
一
〇
〇
年
近
く
経
っ
て
い
て
も
、
引
き
続
き
現
用
文
書
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
例
も
多
い
。
国
立
公
文
書
館
等
の
中
で
、
移
管
元
利
用
件
数
が
突

出
し
て
多
い

（
（2
（

の
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
現
用
性
が
色
濃
く
残
っ
て

い
る
か
ら
と
言
え
る
。
こ
の
資
料
の
特
性
も
、
当
館
が
国
立
公
文
書
館
と
は
別
に
宮
内
庁

の
中
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
。

（
三
）『
明
治
天
皇
紀
』
等
を
利
用
し
た
調
査
の
実
例

　

当
館
所
蔵
資
料
を
利
用
し
た
調
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
明
治
以
降
の
歴
代
天
皇
・
皇

族
の
御
事
蹟
や
宮
内
省
～
宮
内
庁
等
の
動
向
を
掴
む
だ
け
で
な
く
資
料
の
特
定
を
行
う
上

で
も
、『
明
治
天
皇
紀
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八
～
一
九
七
七
年
）
や
『
昭
和
天
皇
実

録
』（
東
京
書
籍　

二
〇
一
五
～
二
〇
一
九
年
）
な
ど
、
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
作
成
し
た

編
纂
物
を
利
用
す
る
方
法
が
効
率
が
よ
い
。
以
下
、
そ
の
方
法
を
取
る
場
合
の
留
意
点
を

示
す
。

　

前
提
と
し
て
、
公
刊
資
料
や
そ
の
他
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
で
下
調
べ
を
し
て
か
ら
、

当
館
に
目
的
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
資
料
名
を
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
効
率
的
で

あ
る
。
公
文
書
は
一
次
資
料
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
慣
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
い
き
な

り
当
館
所
蔵
資
料
に
手
を
付
け
て
も
調
査
効
率
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。

　

最
近
は
官
報
や
国
会
議
事
録
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

（
（3
（

で
公
開
さ
れ
、『
宮
内
省
省
報
』（
ゆ

ま
に
書
房　

一
九
九
八
～
一
九
九
九
年
）
も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
新
聞
の
記
事
検
索

な
ど
も
便
利
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
単
に
そ
の
事
項
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い

場
合
は
そ
れ
ら
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
特
に
国
会
議
事
録
や
新
聞
記
事
に
は
、
公
文
書
に

現
れ
な
い
宮
内
庁
の
見
解
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

御
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
歴
代
天
皇
の
関
係
さ
れ
る
事
項
は
、
宮
内
省
や
宮
内
庁
が
編
纂

し
た
御
歴
代
の
実
録
や
紀
か
ら
辿
っ
て
い
く
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。

　

宮
内
庁
で
は
、
実
録
と
は
、「
天
皇
や
皇
族
の
御
事
蹟
を
確
実
な
資
料
に
基
づ
き
編
年

体
で
記
し
た
年
代
記
」
と
し
て
い
る

（
（3
（

。
一
般
的
に
は
実
録
は
御
対
象
の
御
起
居
を
記
録
し

た
も
の
で
、
こ
れ
よ
り
も
広
く
社
会
の
動
き
な
ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
紀
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紀
と
実
録
の
違
い
に
つ
い
て
深
く
触
れ
な
い
。
と
も
か
く
、『
明

治
天
皇
紀
』
も
実
録
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
明
治
天
皇
紀
』
な
ど
の
実
録
は
二
次
資
料
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。『
明
治
天

皇
紀
』
を
例
に
取
れ
ば
、
各
記
事
に
は
典
拠
資
料
が
存
在
す
る
。
図
2
に
示
し
た
と
お
り
、

各
記
事
の
尻
付
に
小
さ
な
活
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
資
料
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
記

事
の
典
拠
資
料
の
名
称
で
あ
る
。
こ
の
典
拠
資
料
の
少
な
く
と
も
参
照
さ
れ
た
部
分
は
、

編
纂
者
に
と
っ
て
確
実
な
資
料
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
典
拠
資

料
名
は
こ
の
尻
付
で
判
明
す
る
が
、
注
意
を
要
す
る
点
が
二
点
あ
る
。
第
一
点
は
編
纂
時

と
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
資
料
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
宮
室
録
」
と
し
て

引
用
さ
れ
て
い
る
内
容
が
現
在
は
「
土
地
建
物
録
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、「
本
省
指
令
達
」

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
内
容
が
現
在
は
「
恩
賜
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具

合
で
あ
る
。
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第
二
点
は
、
原
本
や
写
本
が
当
館
に
な
い
場
合
や
、
そ
も
そ
も
原
本
自
体
が
滅
失
し
て

い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
場
合
に
は
、「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」

（
八
〇
一
〇
一
～
八
〇
三
四
六
、
八
〇
四
一
四
～
八
〇
五
一
二
）
に
典
拠
と
な
っ
た
部
分

の
抜
き
書
き
が
収
録
さ
れ
て
い
る

（
（3
（

。
同
資
料
は
、
ま
ず
日
付
又
は
項
目
ご
と
に
綱
文
が
置

か
れ
、
そ
の
あ
と
に
典
拠
と
な
っ
た
部
分
の
抜
き
書
き
が
収
録
さ
れ
て
い
る
、『
大
日
本

史
料
』
や
『
孝
明
天
皇
紀
』、『
天
皇
皇
族
実
録
』
と
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
は
一
三
四
五
冊
も
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
目
録
で

は
ど
こ
に
そ
の
日
付
の
記
事
が
入
っ
て
い
る
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
取
り
出

せ
ば
、
す
ぐ
に
記
事
の
箇
所
の
特
定
は
で
き
る
の
で
、
調
べ
た
い
事
項
が
判
明
し
て
い
る

場
合
は
館
に
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
の
積
極
的

利
用
に
つ
い
て
は
野
村
玄
が
提
唱
し
て
い
る

（
（3
（

が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
手
軽
に
一
次
資
料
に
当
た
れ
る
点
や
、
宮
内
省
が
ど
の
よ
う
な
記
述
を

確
実
な
資
料
と
し
て
採
用
し
た
か
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
、
原
資
料
へ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と

し
て
も
便
利
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
図
2
の
『
明
治
天
皇
紀
』
の
明
治
五
年
七
月
十
二
日
条
に
は
明
治
天
皇
が
初

め
て
鉄
道
に
御
乗
車
に
な
っ
た
と
の
記
事
が
あ
る
が
、「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
で

同
記
事
の
典
拠
を
調
べ
る
と
、「
巡
幸
日
誌
」
が
出
典
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
資

料
名
を
ウ
ェ
ブ
上
で
検
索
す
る
と
現
在
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り

（
（3
（

、
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
明
治
天
皇

御
紀
資
料
稿
本
」
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
当
館
以
外
の
資
料
に
た
ど
り
着
く
こ
と
も
容
易

に
な
る
。

　

た
だ
し
、『
明
治
天
皇
紀
』
と
「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
の
関
係
は
単
純
な
綱
文

と
そ
の
典
拠
資
料
集
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
に
あ
る
綱

文
が
『
明
治
天
皇
紀
』
の
本
文
と
は
異
な
る
こ
と
が
多
い
ほ
か
、
典
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
資
料
が
異
な
る
部
分
も
あ
る
よ
う
で
、
本
格
的
な
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

な
お
、『
明
治
天
皇
紀
』
に
は
刊
行
本
の
ほ
か
当
館
所
蔵
資
料
が
何
種
類
か
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
微
妙
に
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
刊
行
本
と
旧
函
架
番
号
Ｈ
―
2
の
シ
リ
ー
ズ
を

見
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
管
見
で
は
約
二
五
〇
箇
所
の
相
違
点
が
見
受
け
ら
れ
た
。
相
違

点
は
誤
記
の
訂
正
、
明
治
天
皇
の
御
一
身
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
や
些
末
事
項
、
条
約
締

結
の
項
目
等
が
削
ら
れ
、
記
述
が
整
理
さ
れ
て
い
る
点
等
が
あ
る
が
、
大
き
く
内
容
が
変

更
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
『
大
正
天
皇
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
一
六
～
二
〇
二
四
年
）
と
『
昭
和
天
皇
実
録
』

図２　明治天皇紀

尻

　付
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も
『
明
治
天
皇
紀
』
と
同
様
の
構
造
を
し
て
い
る
。

　
「
大
正
天
皇
実
録
」
は
「
明
治
天
皇
紀
」
と
並
行
し
て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
天
皇

に
奉
呈
さ
れ
た
の
も
「
明
治
天
皇
紀
」
に
先
立
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
引
用
さ
れ
て
い

る
資
料
の
名
称
に
関
し
て
『
明
治
天
皇
紀
』
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。『
大
正
天
皇
実
録
』

に
も
資
料
稿
本
が
あ
る

（
（3
（

が
、「
明
治
天
皇
御
紀
資
料
稿
本
」
と
は
違
い
、
典
拠
資
料
の
す

べ
て
を
網
羅
し
て
い
な
い
。

　
『
昭
和
天
皇
実
録
』に
も
典
拠
資
料
名
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
、一
部
の「
賜

与
録
」
か
ら
の
引
用
が
「
恩
賜
録
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ

は
前
述
の
と
お
り
資
料
採
集
時
に
は
「
恩
賜
録
」
と
い
う
名
称
だ
っ
た
も
の
が
の
ち
に
製

本
さ
れ
る
段
に
な
っ
て
「
賜
与
録
」
と
さ
れ
、
結
果
と
し
て
目
録
と
典
拠
資
料
名
に
齟
齬

が
出
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
貞
明
皇
后
実
録
」
と
「
昭
憲
皇
太
后
実
録
」
の
本
文
に
は
尻
付
が
な
い
。
こ

れ
は
現
在
「
貞
明
皇
后
実
録
」「
昭
憲
皇
太
后
実
録
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
実
は
抄
本

で
あ
り
、稿
本
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
本
来
の
正
本
だ
か
ら
で
あ
る

（
（3
（

。『
孝
明
天
皇
紀
』（
平

安
神
宮
一
九
六
七
～
一
九
八
一
年
）
の
よ
う
な
出
来
事
に
つ
い
て
年
代
順
に
項
目
を
立
て
、

典
拠
と
な
る
史
料
を
列
挙
す
る
形
が
こ
の
二
つ
の
実
録
の
本
来
の
姿
で
あ
り
、
本
来
の
正

文
で
あ
る
「
稿
本
」
を
見
れ
ば
、
典
拠
の
参
照
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
明
治
以
後
皇
族
実
録
」
も
こ
れ
ら
の
皇
后
実
録
の
本
来
の
正
本
の
ス
タ
イ
ル
で
書
か

れ
て
お
り
、
典
拠
も
参
照
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、「
明
治
以
後
皇
族
実
録
」
は
当
館

へ
の
宮
家
の
文
書
の
引
き
継
ぎ
が
な
い
等
の
理
由
で
当
館
所
蔵
史
料
を
典
拠
に
し
た
記
事

は
少
な
く
、
記
述
自
体
も
全
体
的
に
簡
略
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宮
内
庁
と
は
別
に
各
宮
家
や
旧
宮
家
か
ら
も
実
録
に
近
い
年
譜
類
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
も
ほ
と
ん
ど
現
在
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
は
使
用
さ
れ
て

い
な
い
。
宮
家
や
旧
宮
家
で
作
成
取
得
さ
れ
た
文
書
が
当
館
に
入
る
こ
と
は
非
常
に
ま
れ

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
『
天
皇
皇
族
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
六
～
二
〇
一
九
年
）

と
『
四
親
王
家
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
一
五
～
二
〇
二
〇
年
）
が
あ
る
。
前
近
代

の
皇
室
の
方
々
の
事
蹟
で
典
拠
も
古
文
書
類
が
多
い
が
、
英
照
皇
太
后
お
始
め
明
治
・
大

正
・
昭
和
に
か
か
る
皇
族
方
の
御
事
蹟
も
一
部
含
ま
れ
て
い
る
。
ス
タ
イ
ル
は
『
孝
明
天

皇
紀
』
と
同
様
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
朝
鮮
王
公
族
実
録
（
正
確
に
は
王
族
及
公
族
実
録
。「
李
太
王
実
録
」「
李
熹
公

実
録
」「
李
埈
公
実
録
」）
は
評
伝
の
よ
う
な
本
編
に
典
拠
と
な
る
資
料
を
集
め
た
別
冊
が

何
冊
か
附
属
す
る
形
で
、
他
の
実
録
等
と
は
か
な
り
毛
色
の
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、「
李
太
王
実
録
」
は
「
朝
鮮
王
朝
実
録
」
の
「
高
宗
実
録
」
と
は
内
容
が
異
な
る

（
（3
（

。

（
四
）
よ
く
あ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
（
そ
の
他
の
よ
く
あ
る
質
問
）

　

歴
代
天
皇
・
皇
族
の
御
一
身
に
か
か
わ
る
調
査
は
実
録
か
ら
辿
っ
て
い
く
の
が
よ
い
こ

と
を
紹
介
し
た
が
、
皇
室
に
か
か
わ
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
も
多
い
。
よ
く
照
会

が
あ
る
も
の
と
し
て
、
先
祖
の
履
歴
調
査
が
あ
る
。

　

先
祖
探
し
は
西
洋
の
公
文
書
館
の
使
用
目
的
と
し
て
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
さ
れ
て

い
る

（
（3
（

が
、
当
館
に
お
い
て
も
宮
内
省
に
関
連
の
あ
る
人
物
で
あ
れ
ば
関
連
す
る
公
文
書
が

あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

華
族
と
宮
内
官
の
叙
位
・
叙
勲
の
申
請
と
叙
爵
は
宮
内
省
が
取
り
扱
う
が
、
こ
の
よ
う

な
際
に
各
人
の
履
歴
書
等
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
保
存
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
華

族
に
関
し
て
の
注
意
点
と
し
て
は
、
宗
秩
寮
は
、
戸
籍
や
家
系
等
の
管
理
に
よ
る
華
族
の

身
分
異
動
や
世
襲
財
産
の
設
定
、
貴
族
院
の
選
挙
管
理
、
華
族
の
懲
戒
な
ど
を
行
う
部
局
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で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
皇
室
に
関
わ
ら
な
い
活
動
に
関
し
て
は
宗
秩
寮
な
い
し
宮
内
省
で

は
取
り
扱
わ
な
い
。

　

宮
内
省
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
採
用
・
退
職
・
出
張
な
ど
を
ま
と
め
た
「
進

退
録
」
に
履
歴
書
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
宮
内
省
全
体
の
も
の
は
秘
書
課
や
人
事

課
の
も
の
だ
が
、各
部
局
に
も
「
進
退
録
」
ま
た
は
「
職
員
録
」
が
あ
り
、こ
れ
に
は
、雇
、

家
来
、
宮
家
雇
職
員
、
侍
従
武
官
等
、
宮
内
省
の
正
式
な
職
員
で
な
い
者
（
侍
従
職
雇
の

乳
母
（
め
の
と
）
な
ど
）
に
関
す
る
事
項
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
他
、

政
府
高
官
等
に
関
し
て
は
、
死
亡
時
の
祭
粢
料
の
下
賜
に
関
す
る
件
を
含
む
「
恩
賜
録
」

に
履
歴
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

な
お
、
前
近
代
の
人
物
に
対
す
る
贈
位
も
よ
く
照
会
さ
れ
る
事
項
だ
が
、
基
本
的
に
宮

内
省
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
治
承
寿
永
の
乱
や
承
久
の
乱
で
活
躍
し
た
山
田

重
忠
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
贈
正
五
位
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
忠
臣
と
い
う

こ
と
で
皇
室
関
連
で
は
な
い
か
と
当
館
に
問
い
合
わ
せ
が
た
ま
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

前
近
代
以
前
の
人
物
の
場
合
は
、
関
係
各
道
府
県
等
か
ら
内
務
省
・
文
部
省
を
経
由
し
て

叙
位
申
請
さ
れ
て
お
り

（
（3
（

、
宮
内
省
を
経
由
し
て
い
な
い
た
め
、
宮
内
省
に
関
連
の
資
料
が

残
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
い
。
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
大
礼

（
大
正
天
皇
の
即
位
）
に
よ
り
、
贈
正
一
位
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
各
府
県

か
ら
内
務
省
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
に
叙
位
が
申
請
さ
れ
て
い
る

（
（4
（

。
こ
の
場
合
も
宮
内

省
は
経
由
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
贈
位
の
手
続
に
関
す
る
資
料
も
当
館
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、
宮
中
儀
式
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
恒
例
の
も
の
だ
け
で
は
あ
る
が
、「
現
行
宮

中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
」
が
ま
と
ま
っ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
調
査

の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
「
儀
式
録
」
等
の
原

本
に
は
、「
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
情
報
が
あ
る
こ

と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
中
府
中
の
別
を
考
え
る
上
で
重
要
な
戦
前
の
政
始
の
次
第
の
変

遷
（
（4
（

は
「
現
行
宮
中
年
中
行
事
調
査
部
報
告
」
だ
け
で
は
な
く
、
典
拠
資
料
で
あ
る
「
儀
式

録
」
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ほ
か
に
、
土
地
の
所
有
調
査
関
連
で
当
館
所
蔵
資
料
利
用
の
需
要
が
あ
る
。
現
行
憲
法

の
規
定
上
は
存
在
し
な
い
が
、
旧
憲
法
下
で
は
御
料
地
（
私
有
地
）
が
存
在
し
て
い
た
。

御
料
地
の
中
で
も
普
通
御
料
地
を
登
記
す
る
場
合
に
は
、
宮
内
大
臣
名
義
で
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。
御
料
地
で
不
要
存
と
さ
れ
た
も
の
は
、
或
い
は
下
賜
さ
れ
、
或
い
は
売
り

払
わ
れ
、
日
本
国
憲
法
発
効
時
ま
で
残
っ
て
い
た
御
料
地
も
国
有
地
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

現
在
も
宮
内
庁
の
所
管
す
る
土
地
で
は
な
い
が
、
宮
内
大
臣
名
義
の
ま
ま
登
記
さ
れ
て
い

る
土
地
は
意
外
に
多
く
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
地
登
記
の
発
生
原
因
は
様
々
だ
が
、
要
す

る
に
売
り
払
い
や
下
賜
等
に
伴
っ
て
土
地
所
有
権
が
移
っ
た
時
に
、
な
す
べ
き
登
記
が
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
宮
内
省
か
ら
御
料

地
の
払
下
げ
を
受
け
、
土
地
代
金
を
納
入
し
な
が
ら
、
移
転
登
記
が
行
わ
れ
ず
、
当
該
土

地
の
相
続
や
売
買
を
す
る
段
に
な
っ
て
登
記
の
名
義
が
宮
内
大
臣
の
ま
ま
な
の
に
気
が
付

き
、
財
務
省
や
法
務
省
に
相
談
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
宮
内
庁
へ
照
会
が
あ
り
、
当
館
所
蔵

資
料
に
よ
り
売
買
や
登
記
の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
社
寺
境
内
地
は
社

寺
上
知
令
（
明
治
四
年
正
月
五
日
付
太
政
官
布
告
）
に
よ
り
官
有
地
に
さ
れ
た
が
、
一
部

は
御
料
地
（
皇
宮
地
ま
た
は
皇
宮
附
属
地
）
に
編
入
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
御
料
地
で
あ
る
社
寺
境
内
地
は
、
官
有
地
で
あ
る
社
寺
境
内
地
が
払
下
げ
に
な
っ
た
際

に
同
様
に
払
下
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
際
に
も
通
常
の
御
料
地
払
下
げ
と
同

じ
よ
う
な
登
記
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
他
登
記
関
係
は
、
単
純
に
法
律
や
制
度

を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
事
情
の
分
か
ら
な
い
例
が
記
録
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
よ
く
あ
る
類
型
の
調
査
だ
け
で
は
な
く
、
栃
木
県
日
光
に
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飛
び
地
的
な
ニ
ホ
ン
ザ
リ
ガ
ニ
の
生
息
南
限
が
あ
る
理
由
を
、
大
正
大
礼
の
際
の
祝
宴
料

理
の
羹
（
あ
つ
も
の
。
ス
ー
プ
の
こ
と
）
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
研
究

（
（4
（

や
、
明
治

天
皇
御
手
許
書
類
に
含
ま
れ
る
鳥
島
の
噴
火
写
真
を
使
っ
た
災
害
状
況
に
関
す
る
発
表

（
（4
（

が

行
わ
れ
た
例
も
あ
り
、
皇
室
や
歴
史
の
調
査
研
究
に
留
ま
ら
な
い
利
用
や
、
当
館
職
員
が

思
い
も
よ
ら
ぬ
切
り
口
の
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

最
後
に
、
当
館
所
蔵
文
書
を
論
文
や
書
籍
に
引
用
し
た
い
、
或
い
は
テ
レ
ビ
番
組
で
画

像
を
使
い
た
い
等
の
、
い
わ
ゆ
る
二
次
利
用
の
申
請
方
法
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
も
多

い
が
、
特
に
手
続
等
は
要
し
な
い
。
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
「
宮
内
庁
宮
内
公

文
書
館
所
蔵
」
と
い
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
入
れ
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
が
、
強
制
で
は
な

く
、
ほ
か
の
利
用
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
図
書
寮
文
庫
所
蔵
資
料
の
二

次
使
用
に
つ
い
て
は
申
請
が
必
要
な
の
で
、
こ
の
点
も
当
館
と
図
書
寮
文
庫
の
取
り
扱
い

が
異
な
る
点
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
所
蔵
資
料
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
、
目
録
情
報
の
見
方
、
実
録
を
使
用
し

た
資
料
の
探
し
方
、
そ
の
他
よ
く
あ
る
質
問
を
解
説
し
た
。
本
稿
に
よ
り
、
当
館
利
用
の

利
便
性
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
法
」
第
一
条
は
、「
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事
実
の
記
録
で
あ

る
公
文
書
等
が
、
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、

主
権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
民
主

権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に

よ
り
、
行
政
文
書
等
の
適
正
な
管
理
、
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
等
を
図

り
、
も
っ
て
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び

独
立
行
政
法
人
等
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が

全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
定

歴
史
公
文
書
等
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
も
国
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

稿
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註

（
1
）　

瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
』（
青
弓
社　

二
〇
一
一
年
）。

（
2
）　

石
原
秀
樹
「
宮
内
公
文
書
館
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
三
号　

二
〇
一
一
年
）、

拙
稿
「
宮
内
公
文
書
館
に
つ
い
て
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
五
二
号　

二
〇
一
四
年
）、
辻
岡

健
志
「
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
の
紹
介
」（『
び
ぶ
ろ
す
』
第
七
三
号
（
二
〇
一
一
年
）。

（
3
）　

美
濃
部
達
吉
『
憲
法
講
話
』（
有
斐
閣　

一
九
一
八
年
、復
刻　

岩
波
書
店　

二
〇
一
八
年
）。

（
4
）　

宮
内
省
官
制
（
明
治
十
九
年
宮
内
省
達
第
一
号
）（
宮
内
大
臣
の
項
）、
同
（
明
治
二
十
二

年
宮
内
省
達
第
十
号
）
第
一
条
、
同
（
明
治
四
十
年
皇
室
令
第
三
号
）
第
一
条
。
な
お
、
明
治

四
十
年
皇
室
令
第
三
号
の
「
皇
室
一
切
ノ
事
務
ニ
付
キ
輔
弼
ノ
責
ニ
任
ス
」
と
の
規
定
に
当
た

る
箇
所
は
、
明
治
十
九
年
宮
内
省
達
第
一
号
で
は
「
帝
室
ノ
事
務
ヲ
總
判
シ
」、
明
治
四
十
年

皇
室
令
第
三
号
で
は
「
帝
室
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
總
判
シ
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
同
一
の
意
味
で
あ
る
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
。

（
5
）　

宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
七
七
号
）
第
八
条
。

（
6
）　

前
掲
宮
内
庁
組
織
令
第
二
〇
条
。

（
7
）　

書
陵
部
事
務
分
掌
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
内
庁
指
令
第
八
号
）、
公
文
書
等
の
管
理
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
の
公
示
に
関

す
る
件
（
平
成
二
十
三
年
宮
内
庁
告
示
第
三
号
）、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究
所
、
博
物
館
、
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施

設
で
あ
っ
て
、
保
有
す
る
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
に
つ
い
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て
同
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
適
切
な
管
理
を
行
う
も
の
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
三
年
内

閣
府
告
示
第
一
四
号
）。

（
8
）　
「
帝
諡
考
」
に
つ
い
て
は
、田
代
圭
一
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
帝
謚
考
』
の
成
立
過
程
」（『
書

陵
部
紀
要
』
第
六
三
号　

二
〇
二
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
）　
「
千
載
和
歌
集
抄　

御
製
之
部　

皇
后
宮
之
部　

親
王
之
部
／
明
治
写
」（
宮
内
公
文
書
館

所
蔵
、
識
別
番
号
七
〇
五
〇
一
、
以
下
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て

は
識
別
番
号
の
み
記
載
す
る
。）、「
新
千
載
和
歌
集
抄　

御
製
之
部　

皇
后
宮
並
女
御
之
部　

親
王
之
部
／
写
」（
七
〇
五
〇
二
）
ほ
か
。
こ
れ
ら
は
侍
講
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
）　

武
部
敏
夫
・
中
村
一
紀
編
『
明
治
の
日
本
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
）。

（
11
）　

函
架
番
号
Ｂ
九
・
三
二
。

（
12
）　
「
法
」
第
二
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
六
項
参
照
。

（
13
）　

総
務
課
や
調
査
課
系
統
の
変
遷
に
つ
い
て
は
二
ノ
宮
幹
太
「
大
正
八
年
の
宮
内
省
官
制
改

正
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
七
四
号 

二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
14
）　

堀
口
修
『
宮
内
省
の
公
文
書
類
と
図
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
創
泉
堂
出
版　

二
〇

一
一
年
）。

（
15
）　
「
例
規
録
大
正
二
年
」（
二
六
八
九
）、「
例
規
録
大
正
六
～
七
年
」（
二
六
九
二
）。

（
16
）　

記
載
が
漏
れ
て
い
る
事
項
が
あ
る
ほ
か
、
一
部
の
部
局
で
は
「
職
員
録
」
に
人
事
関
係
の

記
事
が
登
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
17
）　

辻
岡
健
志
「
内
大
臣
・
内
大
臣
府
の
文
書
管
理
」（『
平
成
二
十
五
年
度 
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

研
修
Ⅲ
修
了
研
究
論
文
』
二
〇
一
三
年
）。

（
18
）　

宮
内
庁
の
文
書
管
理
規
定
と
し
て
は
宮
内
庁
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
年
宮
内
庁
訓
令

第
九
号
）、
宮
内
庁
文
書
保
存
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
宮
内
庁
訓
令
第
一
号
）、
宮
内
庁
文
書
管

理
規
程
（
平
成
十
三
年
宮
内
庁
訓
令
第
五
号
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宮
内
省
～
宮
内
庁
の
文
書
管

理
規
定
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
二
ノ
宮
幹
太
「
大
正
・
昭
和
期
の
宮
内
省
に
お
け
る
文
書
管
理

―
大
臣
官
房
を
中
心
と
し
て
―
」（『
令
和
五
年
度 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
修
Ⅲ
修
了
研
究
論
文
』
二

〇
二
四
年
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）　

堀
口
前
掲
書
、
帝
室
例
規
類
纂
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
相
曽
貴
志
「『
帝
室
例
規
類
纂
』

の
編
纂
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
二
号　

二
〇
一
一
年
）。

（
20
）　

白
石
烈
「
宮
内
省
図
書
寮
に
お
け
る
明
治
・
大
正
両
時
代
御
手
許
写
真
の
整
理
（
附
目
録
）」

（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
九
号　

二
〇
一
七
年
）。

（
21
）　
「
陵
墓
を
治
定
す
る
」
場
合
、
宮
内
庁
で
は
、
治
定
は
ジ
ジ
ョ
ウ
で
は
な
く
、
チ
テ
イ
と

読
み
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

な
お
、
旧
函
架
番
号
に
は
、
Ｈ
で
始
ま
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
録
関
係
の
編
纂
物

や
資
料
等
に
対
し
て
付
与
し
て
い
た
秘
の
番
号
帯
を
、
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
目
録
搭
載
時
に

秘
を
Ｈ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
23
）　

た
だ
し
、
軍
と
は
か
か
わ
り
な
く
会
議
や
慰
労
の
た
め
宮
内
省
の
主
管
で
煙
草
や
酒
を
下

賜
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
当
館
所
蔵
資
料
に
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
非
軍
人
の

防
空
従
事
中
の
犠
牲
者
へ
の
賜
品
に
関
す
る
書
類
や
、
軍
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
飛

行
機
墜
落
や
船
舶
の
沈
没
な
ど
の
事
故
の
犠
牲
者
へ
の
お
見
舞
い
、
義
眼
・
義
肢
の
下
賜
な
ど

は
宮
内
省
～
宮
内
庁
が
主
管
の
事
業
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
資
料
は
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。

（
24
）　
「
公
文
録
昭
和
二
十
三
～
三
十
四
年
」（
一
二
二
九
四
）。

（
25
）　
「
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
資
料
紹
介
～
公
文
書　

宮
内
省
御
料
局
（
帝
室
林
野
局
）」 https:�

//w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/sm

/m
nj/d/guide/a/a10-goryoukyoku.htm

l

（
26
）　
「
公
文
録
一
昭
和
四
十
九
年
」（
一
二
三
〇
三
―
一
）。

（
27
）　

前
掲
「
公
文
録
昭
和
二
十
三
～
三
十
四
年
」。

（
28
）　

関
東
大
震
災
後
の
文
書
復
元
に
つ
い
て
は
、
毛
利
拓
臣
「
諸
陵
寮
関
係
資
料
の
構
造
と
伝�

来
」（
展
示
図
録
『
仁
徳
天
皇
陵
と
近
代
の
堺
』
宮
内
公
文
書
館
、
堺
市
博
物
館
、
関
西
大
学   

二
〇
二
四
年
）、
先
の
大
戦
後
に
失
わ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
は
「
公
文
書
掛
関
係
書
類
」（
六
六

三
一
四
）
参
照
。

（
29
）　
「
令
和
四
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
等
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
」（https://

w
w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/houkoku/2022/2022_houkoku.htm

l

）
に
よ
る
と
移

管
元
利
用
件
数
は
国
立
公
文
書
館
等
全
一
六
館
で
七
二
五
五
件
だ
が
、
当
館
は
三
六
三
〇
件
で

全
体
の
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
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（
30
）　

官
報
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://dl.ndl.go.jp/

collections/A
00015?pageN

um
=0

）（
明
治
十
六
年
七
月
二
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四
月
三

十
日
ま
で
）、
国
立
印
刷
局
官
報
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
（https://search.npb.go.jp/

kanpou/auth/login/LoginStartU
p.form

）（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
以
降
）、
国
会
議

事
録
は
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
（https://kokkai.ndl.go.jp/#/

）
で
検
索
可
能
。

（
31
）　
「「
昭
和
天
皇
実
録
」
特
別
閲
覧
」（
行
政
文
書
）。
同
文
書
は
平
成
二
十
六
年
の
「
昭
和
天

皇
実
録
」
特
別
閲
覧
の
際
に
閲
覧
者
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
）　

真
辺
美
佐
「『
明
治
天
皇
紀
』
の
読
み
方
指
南
」（『
歴
史
読
本
』
八
八
二
号　

二
〇
一
二
年
）。

（
33
）　

野
村
玄
「
安
定
的
な
皇
位
継
承
と
南
北
朝
正
閏
問
題 : 

明
治
天
皇
に
よ
る
「
御
歴
代
ニ
関

ス
ル
件
」
の
「
聖
裁
」
と
そ
の
歴
史
的
影
響
」（『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
九

号　

二
〇
二
二
年
）。

（
34
）　
「
巡
幸
日
誌
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・
請
求
番
号
ヨ
二
八
八
―
〇
二
一
〇
）。

（
35
）　

名
称
が
似
て
い
る
「
大
正
天
皇
実
録
稿
本
」
は
校
正
段
階
の
実
録
本
文
で
、別
内
容
で
あ
る
。

（
36
）　
「
貞
明
皇
后
実
録
関
係
1
実
録
編
修
録
昭
和
三
〇
年
」（
二
七
六
一
三
）、「
貞
明
皇
后
実
録

編
修
録
、
貞
明
皇
后
実
録
史
料
目
録
、
貞
明
皇
后
実
録
関
係
3
要
談
話
聴
取
者
名
簿
、
昭
憲
皇

太
后
実
録
関
係
、（
昭
憲
皇
太
后
）
実
録
関
係
照
会
綴
」（
二
七
六
一
五
）。

（
37
）　

新
城
道
彦
『
朝
鮮
王
公
族
』（
中
央
公
論
新
社　

二
〇
一
五
年
）。

（
38
）　

ブ
リ
ュ
ノ
・
ガ
ラ
ン
、大
沼
太
兵
衛
（
翻
訳
）『
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』（
二
〇
二
一
年　

白
水
社
）。

（
39
）　
「
故　

山
田
重
忠
（
内
務
省
経
由
・
愛
知
県
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・
請
求
番
号
贈
位

〇
〇
〇
〇
八
一
〇
〇
）、「
贈
位
之
儀
内
申
（
内
務
省
経
由
・
埼
玉
県
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・

請
求
番
号
贈
位
〇
〇
〇
三
一
一
〇
〇
）
ほ
か
。

（
40
）　
「
故
従
一
位　

豊
臣
秀
吉
（
内
務
省
経
由
・
京
都
府
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・
請
求
番

号
贈
位
〇
〇
〇
〇
五
一
〇
〇
）、「
故
従
一
位
豊
臣
秀
吉
贈
位
ノ
件
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
・

請
求
番
号
叙
〇
〇
四
七
五
一
〇
〇
）
ほ
か
。

（
41
）　

政
始
と
宮
中
府
中
の
別
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
吉
田
ま
す
み
「
近
代
に
お
け
る
政
始
に
つ

い
て
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
二
号　

二
〇
一
八
年
）
が
触
れ
て
い
る
。

（
42
）　

川
井
唯
史
・
大
高
明
史
「
日
光
市
で
発
見
さ
れ
た
ニ
ホ
ン
ザ
リ
ガ
ニ
個
体
群
の
由
来
、
お

よ
び
大
正
時
代
に
北
海
道
か
ら
本
州
に
持
込
ま
れ
た
個
体
に
関
す
る
宮
内
庁
公
文
書
等
に
基
づ

く
情
報
」（『
弘
前
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
一
〇
一
号　

二
〇
〇
九
年
）。

（
43
）　

伊
藤
順
一
「
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
が
保
管
す
る
伊
豆
鳥
島 

一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
） 

年
噴
火
写
真
」（『
日
本
火
山
学
会
講
演
予
稿
集
二
〇
二
一
』　

二
〇
二
一
年
）。


